
新本籍　（左の□の氏がすでに戸籍の筆頭者になっているときは書かないでください）

死別 死別

離別 離別

養母　 養母　

父　　若　宮　　太　郎 父　　利　根　 次　郎

国籍だけを書い 筆頭者
銚　子　　三　郎

筆頭者
利　根　　次　郎

　 てください。 の氏名 の氏名

父母及び養父母

養父　銚　子　  三　郎 養父　右記の養父母以外にも
養父母がいる場合には
その他の欄に書いてく
ださい

続き柄 続き柄

養　子 養　女

初婚・再婚の別

○○○○
番地

○○○○
番地

○
番

本 籍

千葉県△△市△△ 　茨城県○○市◇◇町

番

○
号 番 号

○丁目　○○
番地

○ ○○○○
番地の

月 20 日

住 所

千葉県○○市◇◇ 　茨城県○○市◇◇町

15 日 昭和 60 年 4生 年 月 日 昭和 51 年 1 月

番

証　　　　　　　　　　人

署 名
甲　野　　幸　男 印 乙　川　　福　子 印

押 印

事 件 簿 番 号 住所を定めた年月日 連
絡
先

電話０９０（××××）１２３４
夫 　　年　　月　　日

自宅・勤務先［　　　］・携帯妻 　　年　　月　　日

届 出 人 夫 妻

署 名 押 印 銚　子　一　郎　 印 利　根　花　子 印

夫 妻 の 職 業
（国勢調査の年・・・　　　年の4月1日から翌年3月31日までに提出するときだけ書いてください。）

妻の職業　　　　

そ
の
他

お も な 仕 事 と 夫 妻 5 1から4にあてはまらないその他の仕事をしているもののいる世帯

夫 妻 6 仕事をしているもののいない世帯

前の夫妻のそれ
夫 ✓妻

4
3に当てはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯（日々または

ぞ れ の 世 帯 の 1年未満の契約の雇用者は５

同 居 を 始 め る ✓夫 妻 3 企業・個人商店等（官公庁は除く）の常用勤労者世帯勤め先の従業者数が
1人から99人までの世帯（日々または1年未満の契約の雇用者は５）

夫 妻 2 自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯

夫 妻 1 農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯

初婚 再婚
令 和 2 年 5 月 21 日

✓

夫 妻
✓ 初婚 再婚

　　　　年　　　月　　　日　

同 居 を 始 め た
令和　７　年　１２　月

結婚式を挙げたとき、または、同居を始め

 とき たときのうち早いほうを書いてください。

番地
○

婚姻後の夫婦の
氏・新しい本籍

夫の氏✓

妻の氏
千　葉　県　銚　子　市　◎　◎　町　○

番

続き柄続き柄

長　男 二　女母　　銚　子　　良　子　 母　　利　根　 恵　子父母との続き柄

番地

外国人のときは 番 番

の　氏　名

本　　　　　籍
千葉県銚子市◎◎町 千葉市□□区△△

○○
番地

〇 ○丁目○○

番 号

住民登録して
○○

番地の
〇 ○丁目○○

番地
○

住　　　　　所 千葉県銚子市◎◎町 千葉市□□区△△

　　　△△アパート〇号室

銚　子 一　郎 利　根 花　子

生 年 月 日 平 成 12 年 11 月 22 日 平 成 14 年 7 月 7 日

（フ　リ　ガ　ナ） ちょうし いちろう とね はなこ

氏　　　　　　名
氏 名 氏 名

婚　姻　届 注意：黒インクまたは黒ボールペンで書いてください。

　消せるボールペンは使用しないでください。
令和 ○年○月○日届出
千 葉 県 銚 子 市 長 殿

夫になる人 妻になる人

いるところ 番 号

婚姻前の戸籍謄本（戸籍全部事項証明

書）の字体どおりに書いてください。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)どお
りの本籍地を書いてください。

外国人は国籍だけを書いてください。

実父母及び養父母の氏名を書いてく
ださい。
お亡くなりになっている場合でもご記
入ください。
養親が複数いる場合は「その他欄」に
ご記入ください。

夫婦は同一の｢氏」を称することになり
ます。
婚姻後、夫の氏を名乗るか妻の氏を名
乗るのか選んで☑をつけてください。
新しい本籍の地番については、土地の
表記があり使用できる地番かどうか事
前にお問い合わせください。
ただし、既に筆頭者になっている方の氏
を名乗る場合は記入不要です。

婚姻届を提出しても住所は変わりませ
ん。住民登録している住所を書いてく
ださい。
住所の変更のある時は、住民異動届
を提出して下さい(市外から転入する方
は転出証明書が必要です)。届出には、
新住所と新世帯主を書いてください。

昼間連絡のとれる電話番号を、必ずご
記入ください。

婚姻前の氏名で
必ず、本人が署名してください。押印
は任意です。
外国人の場合は在留カード等の氏
名で署名してください。

・証人は、必ず成人２人の署名が必要で
す。
必ず、証人本人が署名してください。
押印は任意です。
・外国の方式で婚姻が成立している場合
は証人は不要です。ただし、添付書類と
して婚姻証明書及び日本語訳文が必要
です。

同居前の夫婦の世帯の仕事を選んで
該当する箇所にチェックしてください。


